
ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（令和７年度） 

令和７年１０月 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

 

※この見通しは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117号）第 15条第１項の規定によ

り公表するものです。 

特定事業 

の名称 

期間 概要 公共施設等 

の立地 

実施方針の策定時期 担当 

国立劇場再整備

等事業 

事業契約締結日から事

業者の提案による施設

引渡日、施設引渡日の

翌日から維持管理業務

20 年間（予定） 

新たな国立劇場の設計業

務、建設業務、工事監理業

務、維持管理業務 

 

 

 

東京都千代田区 

 

令和７年１２月中旬頃（予定） 

 

日本芸術文化振興会

国立劇場再整備本部 

総合調整課 

電 話 050-1754-5977

（直通） 

 


